
●　訪問調査／医師の意見書

●　審査・判定

越前市社会福祉協議会
　　　　　ケアマネジメントサービスセンター

   申請からサービスの利用まで

　越前市社会福祉協議会ケアマネジメントサービスセンターでは、介護保険サービスをご利用に

　なる方の«申請からサービスの利用»まで、お手伝いいたします。

  申請する 要介護認定が行われます

要介護１

市区町村の担当職員が、自宅を訪問し、心身の状況
などについて調査を行います。また、市区町村の依
頼により、医師が心身の状況についての意見書を作
成します。

サービスの利用を希望す
る人は、市区町村の担当
窓口に「要介護認定」の申
請をしましょう。申請者は、
本人または家族が行いま
すが、居宅介護支援事業
者などに代行してもらうこ
ともできます。

訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保険、医
療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査さ
れ、介護を必要とする度合（要介護状態区分）が判定
されます。

認定結果の通知 原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果
通知書と結果が記載された介護保険証が届きます。

要介護５
要介護４
要介護３ 介護が必要とされる人

（要介護１～５）
　　　介護サービスが利用できます。

要介護２

要支援２ 介護が必要とされる人
（要支援１～２）

介護予防サービスが利用でき
ます。要支援１

事業対象者
事業対象者の人は介護予防・生活支援サービス事業・一般
介護予防事業の利用ができます。

　  ケアプランを作成します 　 １ヶ月の支給額は介護度によって
   限度が決められています。

訪問型、通所型サービスをはじめ他サービス
メニューに基づき、どのようなサービスをどの
くらい利用するかという介護サービス計画（ケ
アプラン）を一緒に作成します。
   訪問型サービス
ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や
生活援助を行います。
0　通所型サービス
通所介護施設で、食事、入浴など日常生活上
の支援や生活行為向上のための支援を行い
ます。

要介護状態区分 1か月の支給限度額
要支援１・事業対象者 　５０，０３０円

要支援２ １０４，７３０円
要介護１

要介護５ ３６０，６５０円
※限度額を超えた分は、実費負担となります。

１６６，９２０円

要介護２ １９６，１６０円

要介護３ ２６９，３１０円

要介護４ ３０８，０６０円

 ※  サービスを利用した時には費用の一部負担があります。

 ※  事業者は、同意を得ない限りサービス担当者会議等において個人情報を用いません。
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越前市社会福祉協議会
県指定事業者番号 1870300470

ケアマネジメントサービスセンター

〒915-0057 越前市矢船町8-12-1

（介護支援センター芦山内）

3RL : http://echizen-shakyo.or.jp/

TEL : 0778－25－0005

FAX : 0778－22－8011

営業日 : 月～金曜日 (土・日曜・祝日・年末年始休み)

営業時間：8:30～17:00

＊24時間いつでもセンターに連絡ができます

TEL：0778－25－0005


